
Ⅳ．附属明細書

１．基本財産および特定資産の明細

　基本財産および特定資産については、財務諸表に対する注記２に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細

引当金については、財務諸表に対する注記７に記載しているため、省略する。
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